
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 投票できる人 

○ 令和７年 10 月 26 日以前から御前崎市に住所があり、選挙人名簿に登録されている

18 歳以上の人（平成 20 年２月９日以前に生まれた人）※ 

  ※選挙人名簿に登録されるのは、御前崎市に住所を持つ年齢満 18 歳以上の日本国民で、その住民 

票がつくられた日（他の市区町村からの転入者は転入届をした日）から引き続き３か月以上、その 

市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 

 

◆ 投票所  ※投票所入場券に記載してありますので御確認ください。 

≪静岡県第３区≫ 

投 票 区 投 票 所 行 政 区 

第１投票区 池新田地区ｾﾝﾀｰ 東町・本町・早苗町 

第２投票区 中町公民館 中町・大山 

第３投票区 高松地区ｾﾝﾀｰ 門屋・塩原・合戸 

第４投票区 佐倉地区ｾﾝﾀｰ 佐倉一区・佐倉二区・佐倉三区・桜ヶ池 

第５投票区 比木地区ｾﾝﾀｰ 比木原・上比木・下比木 

第６投票区 朝比奈地区ｾﾝﾀｰ 朝比奈原・上朝比奈・下朝比奈 

第７投票区 新野地区ｾﾝﾀｰ 新野西・新野東・新野南 

第８投票区 大山区民ｾﾝﾀｰ 上岬区・下岬区・大山区 

第９投票区 広沢区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 西側区・女岩区・広沢区 

第１０投票区 白羽地区ｾﾝﾀｰ 新谷区・薄原区・中原区 

第１１投票区 白浜ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ 白羽区・白浜区・新神子区 

 

 

 

公   示   日 令和８年１月 27 日（火） 

選挙期日（投票日） 令和８年２月８日（日） 

投 票 時 間 午前７時 ～ 午後８時 

２月８日（日）は、 

第 51 回衆議院議員総選挙 

・第 27 回最高裁判所裁判官国民審査  

の投票日です。 

 



◆ 選挙公報 

衆議院議員総選挙では、選挙公報が発行されます。 

選挙公報は、２月３日（火）朝刊の新聞折込みで皆様のお手元にお届けする予定です。 

新聞を購読していない場合は、次の場所で受領できます。 

【場所】御前崎市役所１階、御前崎支所 1 階、図書館、市内８地区センター、ぷるる 

 

◆ 期日前投票  

投票日に、出張・旅行・入院・出産・歩行困難などの理由で投票所に出向けない場合に

は、投票日前に投票する期日前投票制度をご利用ください。  

なお、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は異なります。 

 １月 28 日(水) ～ １月 31 日(土)の間は、衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）の 

みの投票となりますので、ご注意ください。 

期 間 

【衆議院議員総選挙】 

１月 28 日（水）～ ２月７日（土） 

【最高裁判所裁判官国民審査】 

 ２月１日（日） ～ ２月７日（土） 

（期間中は土曜日・日曜日でも投票できます。） 

時 間 午前８時 30 分 ～ 午後８時 00 分 （土曜日･日曜日も同様） 

場 所 御前崎市役所１階ロビー又は御前崎支所１階ロビー 

持ち物 入場券（入場券がなくても投票できますが、受付手続に時間がかります。） 

※ 期日前投票をする人は、「投票所入場券」の裏面に印刷されている｢宣誓書兼投票用紙等交付請求書｣

に必要事項をあらかじめ記入した上で持参していただくと、スムーズに投票することができます。 

 

〇 問合せ先 御前崎市選挙管理委員会（御前崎市池新田 5585 番地 市役所 2 階総務課内） 

  ℡：0537-85-1132 


